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いつもお世話になり、ありがとうございます。 

令和８年４月診療分から一般名処方加算の見直しがあります。 

新たな一般名処方マスタの「加算１」又は「加算１、２」にて行います。 

その結果、４月以前の診療と以下が異なることがあります。 

・投薬の内容によっては、一般名処方加算が算定されたり、算定されなくなる 

ことがあります。 

・一般名が従来と異なることがあります。 

・薬剤の頭に【般１】、【１】、【２】などが入ります。数字は新たな一般名処方 

マスタの以下に対応しています。 

【１】： 加算１ 対象 

【２】： 加算１、２ 対象 

一般名処方加算の算定方法は、従来の決まり通りです。 

－以上－ 


